
 
及び都市計画道路堺大和高田線 

 

事業概要説明会 

平成30年9月15日（土）・18日（火） 

大阪府富田林土木事務所 

 

 

都市計画道路八尾富田林線 
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事業の概要 
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○事業の名称 
 都市計画道路 八尾富田林線 
 
○事業の延長、幅員 

 ・延長：1.6ｋｍ 
 ・幅員：25.0m～43.2m 
 
○施行期間 
 平成30年7月5日～平成39年3月31日 

藤井寺高校 

羽曳野市島泉九丁目 
（府道堺大和高田線） 

藤井寺市津堂四丁目 
（府道大阪羽曳野線） 

○事業の名称 
 都市計画道路 堺大和高田線 
 
○事業の延長、幅員 
 ・延長：0.1ｋｍ 
 ・幅員：16.0m 
 
○施行期間 
 平成30年7月5日～平成39年3月31日 

都市計画道路 堺大和高田線 

https://www.photolibrary.jp/mhd5/img189/450-2011013122094748896.jpg


◇都市計画道路 八尾富田林線  
    ・認可取得日 ：平成３０年７月５日 

    ・延長     ：Ｌ＝１．６ｋｍ 

    ・幅員     ：Ｗ＝２５．０～４３．２ｍ 

    ・事業期間  ：平成３０年７月５日～平成３９年３月３１日 

 

◇都市計画道路 堺大和高田線  

    ・認可取得日 ：平成３０年７月５日 

    ・延長     ：Ｌ＝０．１ｋｍ 

    ・幅員     ：Ｗ＝１６．０ｍ 

    ・事業期間  ：平成３０年７月５日～平成３９年３月３１日 

 

事業の概要 
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事業の概要 
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 八尾富田林線 ～標準横断図～ 

※今後の詳細設計、関係機関協議等 

 により変更することがあります。  



事業の概要 
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○事業の区間 
 八尾市老原九丁目～藤井寺市津堂四丁目 
 ・延長：2.2ｋｍ 
 ・幅員：16.7m～38.7m 
 
○事業期間 
 平成29年11月22日～平成39年3月31日 

府
道
（旧
）大
阪
中
央
環
状
線 

藤井寺市津堂四丁目 
（府道大阪羽曳野線） 

八尾市老原九丁目 
（市道木ノ本田井中線） 

【参考情報】 

https://www.photolibrary.jp/mhd5/img189/450-2011013122094748896.jpg


府道大阪羽曳野線との交差部 

事業の概要 

（
都
）
八
尾
富
田
林
線

 

※今後の詳細設計、関係機関協議等 

 により変更することがあります。  
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西名阪自動車道との交差部 

事業の概要 

自歩道 

自歩道 

車道（南行き２車線） 

車道（北行き２車線） 

西 

東 

※今後の詳細設計、関係機関協議等 

 により変更することがあります。  
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西名阪自動車道交差部 ～完成イメージ図～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向う側 至る堺大和高田線 

手前側 大和川・大阪羽曳野線 

西名阪自動車道（高架） 

事業の概要 
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大和川渡河部・大阪羽曳野線交差部 ～完成イメージ図～ 

大和川 

至 西名阪自動車道 

事業の概要 
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府道堺大和高田線との交差部 

事業の概要 

右折レーン設置 

（西行き） 

※今後の詳細設計、関係機関協議等 

 により変更することがあります。  
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約１００ｍ 
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事業の概要 
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 府道堺大和高田線 ～標準横断図～ 

※今後の詳細設計、関係機関協議等 

 により変更することがあります。  



全体工程表 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 備考 

測量 
調査・設計 

境界立会 

用地買収 
物件補償 

埋蔵文化
財調査 

道路築造・
橋梁工事 

 

※予定の工程表であり変更になる場合があります。 
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事業認可による効果と制限 
 
①建築等の制限 （都市計画法第６５条） 

 
 
②土地建物等の先買い権（都市計画法第６７条） 

 
 
③土地収用法の適用（都市計画法第６９条） 

 

土地の形質変更、建物・工作物の建築、物件の設置に制限 

土地、建物の取引をする場合は、大阪府に届け出が必要 
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１．事業内容の説明 

  権利者のみなさまに、事業の目的や事業計
画の内容、工程及び用地買収などについて、
また、事業地に係る法令上の各種制限につ
いてご説明をいたします。 
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２．用地確定（丈量図の作成） 

  買収させていただく土地の区域や面積を 

  確定する為に関係者のみなさまに、 

  現地での立ち会いにご協力いただき 

  丈量図を作成いたします。 
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３．建物等の物件調査 

  建物や工作物などの移転や撤去に伴う補償 

 を、適正に算定するために調査いたします。 
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４．土地買収価格及び補償金額の算定 

  土地買収価格や建物等の移転や撤去に伴う

費用等について、公共用地の取得に伴う損失

補償基準に基づき算定します。 
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５．交 渉 と 契 約 

  算定した補償額に基づいて交渉を行い、 

 話し合いが整いますと契約の締結を行います。 
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６．所有権移転登記及び支払い 

  契約締結後に、所有権移転登記を行います。 

 補償金等は、契約締結後に前払金、建物 

 移転・撤去完了後に残金をお支払いします。 
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７．建物等の移転・撤去 

    契約締結後に、当該土地内にある 

   建物等の物件について、所有者が 

   移転・撤去を行います。 
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８．工事着手 

  工事に着手し、道路等の完成を目指します。 
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９．供用の開始 

  関連する法令等の手続きを行い、新たな 

 都市基盤として、供用を開始します。また事業 

 の評価を行い、新たな事業の資料とします。  
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